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１．業務概要 

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所（以下「港空研」と 

いう）役職員、契約職員及び国土交通省国土技術政策総合研究所（以下「国総研」という）

職員、非常勤職員に対し、法令等に基づき一般定期健康診断及び臨時健康診断（情報機器

作業従事者健康診断、婦人科検診及び長時間超過勤務者健康診断）を実施するものである。 

 

２．履行期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

３．履行場所 

神奈川県横須賀市長瀬３丁目１番１号  

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所及び 

国土交通省国土技術政策総合研究所 

 

４．業務仕様 

４－１受診対象者 

港空研は役員、職員及び契約職員とし、国総研は職員及び非常勤職員とする。  

一般定期健康診断、臨時健康診断の受診予定人数は、別紙のとおりとする。 

なお、受診予定人数は受診人数を保証するものではない。 

 

４－２業務内容 

４－２－１実施時期 

（１）一般定期健康診断及び情報機器作業従事者健康診断 

令和８年６月から１０月のうち２日間（２日間の間隔は７日程度あけることとし、

異なる曜日で設定すること。）とし、担当職員と協議の上決定する。 

受診時間は、両日とも午前９時から１２時までとする。 

健康診断実施日に受診できなかった者の追加健診は、受注者の指定する施設で 

受診するものとし、実施日は担当職員と協議の上決定するものとする。 

ただし、受注者の指定する施設は、神奈川県内の当研究所近傍とする。 

（２）婦人科検診及び長時間超過勤務者健康診断 

実施日は担当職員と協議の上決定するものとする。 

 

４－２－２検査項目等   

（１）一般定期健康診断 

※表中の年齢基準日：令和９年３月３１日（年度内基準） 

 区分    検 査 項 目  対 象 者         備      考 

 

  一 

  般 

 

 

身長・体重  全 員             

肥満度測定  全 員 体重(Kg)÷身長(m)÷身長(m) 

内臓脂肪型肥満測定   全 員 腹囲 

視力検査  全 員  

聴力検査  全 員  

 

  肺 

 

 

 

胸部Ｘ線検査  全 員 間接撮影  

喀痰細胞診 40 歳以上の役

職員全員を対象

に問診を行い、

右欄のいずれか

肺門部肺がん 

・喫煙指数（1 日の平均喫煙本数×喫煙年

数）が 600 以上となる者（過去における喫

煙者を含む。） 



 

 

に該当する者 ・6 ヶ月以内に血痰の症状があった者 

   

 

 

  

 

 循 

 

 

  環 

 

 

  器 

 

 

 

 

 

血圧測定   全 員  

尿検査   全 員 蛋白、糖、尿ｳﾛﾋﾞﾘﾉｰｹﾞﾝ、潜血 

心電図検査 

 

３５歳時及び

４０歳以上 

 

 

貧血検査 

 

 

 

港空研は全員 

国総研は３５

歳時及び４０

歳以上 

血色素量及び赤血球数の検査、 

肝機能検査（血液検査）と併用 

 

 

血中脂質検査 

 

 

 

港空研は全員 

国総研は３５

歳時及び４０

歳以上 

ＬＤＬｺﾚｽﾃﾛｰﾙ、ＨＤＬｺﾚｽﾃﾛｰﾙ、血清ﾄﾘｸﾞ

ﾘｾﾗｲﾄﾞ（中性脂肪）の量の検査 

肝機能検査（血液検査）と併用 

 

血糖検査 

 

 

 

港空研は全員 

国総研は３５

歳時及び４０

歳以上 

肝機能検査（血液検査）と併用 

 

 

 

  胃 

 

胃部Ｘ線検査 

 

４０歳以上 

 

間接撮影 

 

  

  肝 

  臓 

 

肝機能検査 

 

 

 

港空研は全員 

国総研は３５

歳時及び４０

歳以上 

採 血 

ＧＯＴ、ＧＰＴ、γ－ＧＴＰ検査、 

検体判断 

 

  大 

  腸 

便潜血反応検査 

 

４０歳以上 

 

２回法 

 

   

  そ 

  の 

  他 

 

医師問診 

 

 

 

 

 全 員 

 

 

 

 

・既往歴及び業務歴の調査 

・自覚症状及び他覚症状の有無の検査 

・喀痰細胞診の欄に掲げる事項のほか、胸 

部疾患の既往症等検査に必要と認められ 

る事項。（４０歳以上） 

 

 

検査結果に基づく 

個人診断 

  全 員 

 

受診者に対して、診断結果に基づき、医師

によるコメントの記載を行う 

各検査項目の実施方法は、備考と同等以上とする。 

備考欄と異なる方法による場合は、事前に担当職員の確認を受けるものとする。 

 

（２）情報機器作業従事者健康診断 

 区分    検 査 項 目  対 象 者      備      考 

 

  

  問 

 

診 

 

  眼 

科 

業務歴の調査 全員 

 

 

 

 

 

問診票を医

師が判断し

問診票等を用い、過去の情報機器作業業務歴

等について把握する。           

既往歴の調査 問診票を用い、既往歴について把握する。 

自覚症状の有無の調

査 

業務歴及び既往歴の調査の結果を参考に

しながら問診票等を用いて問診により行

う。 

遠見視力の検査、 ふだん遠方視時（外を歩くなど）の屈折状

態（裸眼、眼鏡、コンタクトレンズ）で検



学 

的 

検 

査 

及 

び 

筋 

骨 

格 

系 

に 

関 

す 

る 

検 

査 

必要と認め

られた者 

査を行う。 

近見視力の検査 ふだんの作業時の屈折状態（裸眼、眼鏡、

コンタクトレンズ）で検査を行う。50 ㎝視

力を測定 

屈折検査 「情報機器作業における労働衛生管理の

ためのガイドライン」及び「情報機器作業

従事職員に係る環境管理、作業管理、健康

管理等の指針」による。 

眼位検査、調節機能検

査 

筋骨格系に関する検

査 

 

（３）婦人科検診 

 区分    検 査 項 目  対 象 者         備      考 

 

  婦 

   

  人 

 

  科 

 

子宮頸がん検査 

 

 

希望者 

（国総研のみ） 

問診、視診、子宮頸部細胞診、内診 

 

 

乳がん検査 

   

   

希望者 

（国総研のみ） 

問診、視触診 

乳房エックス線（マンモグラフィ）検査 

または超音波検査 

※検査方法は受診希望者の選択による 

 

（４）長時間超過勤務者健康診断 

区分 検 査 項 目 対 象 者 備      考 

一般 視力検査 「長時間の

超過勤務に

よる健康障

害防止のた

めの面接指

導 実 施 要

領」に掲げ

る要件に該

当する者 

 

 

 

循環器 血圧測定  

尿検査 蛋白、糖、尿ｳﾛﾋﾞﾘﾉｰｹﾞﾝ、潜血 

心電図検査  

貧血検査 血色素量及び赤血球数の検査、 

肝機能検査（血液検査）と併用 

血中脂質検査 

 

 

ＨＤＬｺﾚｽﾃﾛｰﾙ、血清ﾄﾘｸﾞﾘｾﾗｲﾄﾞ（中性脂

肪）の量の検査 

肝機能検査（血液検査）と併用 

血糖検査 肝機能検査（血液検査）と併用 

肝 臓 肝機能検査 

 

採 血 

ＧＯＴ、ＧＰＴ、γ－ＧＴＰ検査、 

検体判断 

その他 

 

医師問診 

 

・既往歴及び業務歴の調査 

・自覚症状及び他覚症状の有無の検査 

 

 



４－２－３受診票等 

（１）情報機器作業従事者健康診断問診票を健康診断受診日の 1 ヶ月前までに、担当 

職員に提出すること。 

問診票を回収し、医師の判断により受診が必要と認められた者について、港空 

研、国総研それぞれの担当職員に報告すること。 

（２）健康診断実施日の 14 日前までに以下①から⑥を用意し、個人別封筒に封入し 

港空研、国総研それぞれの担当職員に提出すること。 

①一般定期健康診断受診票 

②情報機器作業従事者健康診断受診票（受診が必要と認められた者） 

③特定健康診査問診票 

④上記の他、必要な受診票等（心電図検査等） 

⑤健康診断に必要な検体容器等 

⑥健康診断受診についての注意事項等 

 

４－２－４実施方法及び実施体制 

（１）健康診断実施会場は、健康診断開始前までに設営し、健康診断終了後は速やかに

原状に戻すこと。 

（２）健康診断に必要な機材、物品（検査容器等を含む）等はすべて受注者の負担で準

備すること。 

（３）胸部及び胃部 X 線撮影は、レントゲン検診車において行うものとし、健康診断実

施日の両日それぞれの検診車を用意すること。撮影に必要な電源装置は受注者が準

備すること。 

（４）臨時健康診断（婦人科検診及び長時間超過勤務者健康診断）については、受注者

の病院等において、契約期間内に随時実施すること。 

 

 ４－２－５健康診断結果報告 

健康診断実施後、一月以内に、港空研、国総研それぞれの担当職員に提出するもの

とする。 

①健康診断個人結果通知書 

受診者通知用及び健康管理者等用を提出すること。 

②電子データ（XML ファイル） 

港空研・国総研がそれぞれ指定する者について作成し提出すること。 

③労働基準監督署へ提出する定期健康診断結果報告書資料 

港空研担当職員のみに提出すること。 

 

４－２－６異常の所見 

一般定期健康診断に掲げる検査のうち、脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる

身体の状態に関する検査であって、検査の結果、次の各号に掲げる検査のいずれの項

目にも異常の所見があると診断される場合には、その職員名をとりまとめ港空研、国

総研それぞれの担当職員に提出するものとする。 

①肥満度の測定 

②内臓脂肪型肥満測定 

③血圧の測定 

④血糖検査 

⑤低比重リポ蛋白コレステロール(LDL コレステロール)検査、高比重リポ蛋白 

コレステロール(HDL コレステロール)検査、血清トリグリセライド量の検査 

 



５．検 査 

本仕様書に基づき、 港空研、国総研それぞれの業務が全て完了した後、港空研、国総

研それぞれの検査職員が検査を行い、検査合格をもって検収とする。 

 

６．支 払 

代金の支払いは、前項の検査完了後、受注者より適法な請求書を受理した日から起算

して３０日以内に支払うものとする。 

 

７．その他 

（１）本仕様書に明記なき事項及び疑義が生じた場合は、三者協議のうえ決定するもの 

とする。 

（２）契約は検査項目 1 名当たりの単価契約とし、検査合格後に港空研及び国総研それ 

ぞれに請求書を提出すること。 

（３）本業務遂行上取り扱うデータについては、当所の規定及び担当職員の指示に従う 

ほか、受注者の十分な管理のもとで取り扱うものとする。 

（４）本業務により得られた情報は、当所の許可なく公表したり、他に使用してはなら 

ない。 

（５）本業務遂行過程では。港空研及び国総研それぞれの担当職員と緊密な連携を保ち 

進捗状況等を報告すること。 

 



別紙

件名：一般定期健康診断及び臨時健康診断業務(単価契約)

国総研 港空研 計

身 長 ・ 体 重 67 117 184

肥 満 度 測 定 67 117 184

内 臓 脂 肪 型 肥 満 測 定 67 117 184

視 力 67 117 184

聴 力 67 117 184

結 核 胸 部 Ｘ 線 67 117 184

喀 痰 細 胞 診 5 3 8

血 圧 測 定 67 117 184

尿 検 査 67 117 184

心 電 図 41 69 110

肝 機 能 検 査 41 117 158

貧 血 検 査 41 117 158

血 中 脂 質 検 査 41 117 158

血 糖 検 査 41 117 158

胃 部 X 線 39 67 106

便 潜 血 反 応 39 67 106

内 科 診 察 67 117 184

文 書 作 成 ・ 判 定 67 117 184

労 基 署 へ の 報 告 資 料 0 117 117

電 子 デ ー タ 作 成 39 67 106

問 診 96 153 249

眼科学的検査及び筋骨格系
に 関 す る 検 査

48 55 103

子 宮 頸 が ん 検 査 10 0 10

乳 が ん 検 査 10 0 10

長
時
間

超
過
勤

務
者
健

康
診
断

視 力 検 査 他 １ 式 1 1 2
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検
診

情
報
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作
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従
事
者
健
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診
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一
般
定
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区　分 検　　査　　項　　目
予定人数
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